
令和５年度第３回大田区障がい者施策推進会議 書面参加者意見及び質問回答一覧 

 

番

号 

議題（１） 現行「おおた障がい施策推進プラン」のモニタリング指標 

による進行管理について 
回答 

１ 

１－１「障害福祉サービス等の充実」 

ニュースなどでもハラスメントについての報道を目にします。ハラ

スメント対策の方針を明確化する必要は私もあると考えます。 
下半期についても、サービスの質の確保を図るため、指導

検査を実施し、ハラスメント対策や、秘密保持に係る措置等に

ついて、指導を行って参ります。 
２ 

１－１「障害福祉サービス等の充実」 

ハラスメント対策 参考になりました。本校でも人権意識を高め進

めてまいります。 

３ 

１－４「保健・医療の充実」 

医療的ケア児対応について、特別支援学校においてもどの校種

でも対応することになっています。今年度、対象児はおりませんが、

今後に向けて準備していきます。 

区といたしましても、引き続き、関係機関と連携の上、障が

い児支援の充実に努めて参りますので、ご協力をよろしくお願

いいたします。 

４ 
１－５ 特別支援教室が全校設置とありました。今度も連携させて

いただきます。 

５ 

２－１「相談支援体制の充実」 

重層的支援会議について、説明いただいています。今後も連携

して対応していきたいと考えています。 

 引き続き、包括的な相談支援体制の充実・強化に関する取

組へのご協力をよろしくお願いいたします。区といたしまして

も、複合的な課題については、重層的支援会議を開催する

等、多機関連携によるチーム支援を強化して参ります。 

６ 

２－２「障がいへの理解促進」 

障害者差別解消法については、歯科医師会としても講習会など

を開催し、全員への認知度を高める必要があると考えます。 

障がいのある方の、健康維持に関する取組へのご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

区といたしましても、障がい者差別解消や障がいへの理解

促進に向けて、より一層周知・啓発に取り組んで参ります。 

７ 

３－１「災害・犯罪への対策」 

ヘルプカード 本校児童・生徒も活用しています。認知度が向上

するとありがたいです。 

 ヘルプカードについては、チラシやホームページに加えて、

区報令和４年 12月１号及び令和５年 11月 21日号の一面で

紹介するなど、周知・啓発に努めています。引き続き認知度向

上に向けて、取り組んで参ります。 



 

８ 

各事業とも順調にすすんでいると感じました。 令和５年度は、令和３年度から５年度までの「おおた障がい

施策推進プラン」の総括の年度となります。 

下半期につきましても、各事業モニタリング指標の目標に向

けて、取り組んで参ります。 

 

 

 

 
議題（２） 次期「おおた障がい施策推進プラン」素案について 回答 

９ 

当委員の患者様にも 18歳以上の知的障害の方が通院していま

す。ご両親は自分が死んだ後のことをとても気にしています。そうい

う方の受入体制を充実していく事が必要だと考えます。 

 今後も歯科医師会としましては、大田区の障害施設、民間の施設 

歯科相談事業を充実していきたいと考えています。 

令和４年度に実施した「大田区障がい者実態調査結果」で

は、親亡きあとの不安や困りごとへの支援が望まれています。

区といたしましても、安心して相談・受診できる健康医療体制

の充実に加え、緊急時の受入体制や、包括的な相談支援体

制の充実・強化に取り組んで参ります。 

引き続き、障がいのある方の、健康維持に関する取組への

ご協力をよろしくお願いいたします。 

10 

資料２－１ P２１（６）発達障害者の状況について 図表２－９  

令和４年度の数が増加傾向にあることが良く分かりました。発達障

害についての理解が深まるような取組が必要であると感じています。 

  特別支援学校においても同様の課題があると認識し、連携をさ

せていただきたいと考えます。 

 区で作成・配布している、ライフステージごと（幼児期・小学

校・中学校・高校生・一般）の啓発用パンフレットを活用するな

ど、発達障がいに対する正しい理解を深め、適切な支援につ

なげられるよう、周知・啓発に努めて参ります。 

11 

本校の保護者等にも、このプランを活用していただきたいと考え

ています。 

 令和６年度から令和８年度までの次期「おおた障がい施策推

進プラン」につきましては、令和６年４月にホームページ等で

公開し、配布をいたします。区といたしましても、様々な関係機

関で活用していただきたいと考えております。 

 

 

 



 

12 

推進プランはよく練られたものと思います。モニタリング指標も分

かりやすいと考えます。 

 今回お示しさせていただいた次期「おおた障がい施策推進

プラン（素案）」については、経年の変化が見やすくなるよう現

行プランの構成を基本とし、上位計画である「地域福祉計画」

や「おおた高齢者施策推進プラン」などの関連する個別計画と

の整合性や、実態調査などから見えた課題、国や都の動向、

社会情勢等を踏まえ、策定しております。 

 令和５年 12月７日（木）から令和５年 12月 27日（水）まで実

施している、おおた障がい施策推進プラン（素案）への大田区

区民意見公募手続（パブリックコメント）でいただいた意見等を

踏まえ、さらに充実したプランとなるよう進めて参ります。 

 

※書面参加者意見につきましては、原文をそのまま引用しております。 


